
第１４９回秋田県種苗交換会由利本荘市協賛会 

「植木苗木展」出店募集要項 

 

 

 第１４９回秋田県種苗交換会における植木苗木展の出店条件等については、この要項に定めるところに

よる。 

 

１．募集内容 

 １）申 込 資 格  植木・苗木・草花等を販売する目的で、会期中（令和８年１０月３１日～１１月４

日）の５日間毎日出店できること。 

 

 ２）申 込 方 法  第１４９回秋田県種苗交換会由利本荘市協賛会（以下「由利本荘市協賛会」とい 

う。）指定の申込書類に必要事項を記入の上、秋田県種苗交換会植木苗木協賛会 

（以下「植木苗木協賛会」という。）に提出してください。 

  ※必要書類がすべて揃っていなければ受理しません。 

  ※電話での申込は一切受け付けません。 

 

          ①申 込 書 ： 様式第１号 

          ②誓 約 書 ： 様式第２号 

          ③出店（展）者情報 ： 様式第３号 

          ④営業補助者名簿 ： 様式第４号 

          ⑤営業補助者情報 ： 様式第５号 

          ⑥同 意 書 ： 様式第６号 ※未成年者が従事する場合 

          ⑦証 明 用 写 真 ： 出店者、営業補助者とも各２枚 

                      (縦 3.0cm 横 2.4cm 裏面に氏名記入) 

⑧身 分 証 明 書 類 ： 出店者及び営業補助者全員のいずれかの書類の写し 

ア 個人番号(マイナンバー)カード(表面のみ) 

イ 運転免許証(裏面の備考欄に記載がある者は両面) 

ウ 住民票(個人番号の記載のないもの) 

 

          【提出先】植木苗木協賛会（三浦園芸） 

〒０１５－０４１３ 

               秋田県由利本荘市矢島町木在字中村１１４ 

               TEL ０１８４－５５－４１８７  

 

 ３）申 込 期 限  令和８年７月１５日（水） 

 

２．出店条件等 

 １）出 店 期 間  令和８年１０月３１日(土)～１１月４日(水)までの５日間 

 

 ２）出 店 時 間  午前９時～午後３時（最終日は正午まで） 

 

 ３）出 店 場 所  種苗交換会協賛会場の指定の場所（ナイスアリーナを予定） 



 ４）出 店 費 用  植木苗木協賛会が決定し、通知します。 

※植木苗木協賛会指定の方法により、指定期日までに納入してください。 

  

５）小 間 割  植木苗木協賛会と由利本荘市協賛会が協議の上、決定します。 

 

 ６）出店者説明会  後日、由利本荘市協賛会から通知する。 

 

 ７）小間の設置等  ①出店に係るテント・備品等は出店者が準備すること。 

          ②小間の準備は次のとおりとする。 

          ・準備期間 令和８年１０月３０日(金) 

     午前９時～午後４時３０分 

          ③小間の撤去は次のとおりとする。 

          ・撤去期間 令和８年１１月４日(水) 午後１時～午後４時３０分 

          ・立ち会い 撤去完了後、運営本部事務局の確認を受けること。 

                施設等に損傷等見つかった場合は、出店者が補修すること。 

          ④会期中の物資の搬入・搬出については次のとおりとする。 

          ・搬入 午前７時００分～午前８時３０分 

          ・搬出 午後３時００分～午後５時００分 

           ※車両の乗り入れは、指定の時間以外認めない。 

 

 ８）出店許可等 

○出店許可証は、書類審査後、出店費用の納入を確認した上で交付する。 

○出店申込内容と異なる出店を行った場合は、許可を取り消す場合がある。 

○小間の転売、転貸、名義貸し及び虚偽の申請などの不正並びに不法行為を行った場合は、許可を取

り消す。 

○出店期間中は、小間店舗に出店許可証を掲示するとともに、営業責任者証、営業補助者証を常に着

用すること。 

※営業責任者証、営業補助者証の着用がない場合、出店を認めない。 

※出店許可証がない場合は、出店を認めない。 

○小間位置の変更は、協賛会が特に指定した場合を除き、原則として認めない。 

○出店許可証は第１４９回秋田県種苗交換会限り有効であるものとし、将来の既得権にはならない。 

  ○出店申請者(個人又は法人をいう。)又は営業補助者が次に該当するときは、出店を認めない。 

ア．暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号)第２条第２号に

規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第２条第６号に規定する暴力団員をい

う。以下同じ。)であるとき。 

イ．暴力団又は暴力団員が経営を支配していると認められるとき。 

ウ．暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

エ．自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、

暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 

オ．暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的

に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 

カ．暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを不正に利用するなどしているとき。 

キ．暴力団又は暴力団員と、社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 

  

 



 ９）その他留意事項 

○出店に必要な関係機関への許可申請・届出等は出店者が行うこと。 

○小間の準備にあたっては、隣接する小間とのトラブルがないよう、割り当てられた区画内に設置す

ること。 

○小間の設営、撤去時及び会期中は、会場設備および備品等を傷つけないよう、出店者の責任におい

て必要な防護措置を講じるとともに、万が一傷つけた場合は出店者の負担で修理すること。 

○小間の清掃及びごみの処理は、出店者が行うこと。 

○ごみの処理は協賛会指定のごみ袋(有料)を使用し、協賛会が指定する分別方法により適正に処理す

ること。 

○会場内においては火気の使用を厳禁とする。 

○会場内においては飲酒、賭博及びその他の類以行為をしてはならない。 

○食品を取り扱う場合は、衛生管理を徹底するとともに、飲食店では原材料にアレルギー食品が使用

されているかどうか参観者に説明できるようにすること。 

○商品の販売価格は、市販価格を基準とした適正な価格設定を行うこと。 

○小間店舗の装飾は、種苗交換会会場全体の美観に配慮すること。 

○参観者及び出店者間のトラブル、迷惑行為及び暴力行為を起こしてはならない。 

○関係者駐車場への駐車は、１事業者２台までとする。 

○指定場所以外への駐車は認めない。 

○水道利用の際は節水を心がけること。 

○必ず指定期間内に小間の準備を完了すること。 

○テント等使用の場合は、必ず強風でも飛ばない対策を講じること。 

○災害、盗難等による損害については、協賛会は一切の責任を負わない。 

○出店を認められなかったことについて、一切の異議申立は受け付けない。 

○出店の不許可・取り消し・売上不振・種苗交換会の延期または中止、その他に伴う損害等につい

て、一切の補償は行わない。金銭の要求も受け付けない。 

○協賛会、警察、消防及び保健所の指示等に従うこと。 

○その他協賛会の指示に従わない場合は、営業開始前後問わず出店を取り消す。 

 

10）個人情報の取り扱いについて  

    〇出店申込にかかる個人情報の取り扱いについては、協賛会が別に定める「第１４９回秋田県種

苗交換会出店(展)募集における個人情報の取り扱いについて」に基づいて管理します。 

 


